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道路工事現場における工事情報看板及び工事説明看板の設置基準 

 道路工事がなぜ行われているのか、いつ終わるのかを利用者に分かりやすく周知し、道路工事

に対する理解を促進するために、道路工事現場周辺地域に対し工事情報を提供するものである。 

工事情報看板及び工事説明看板の設置について下記のとおり定める。 

記 

１ 工事情報看板の設置について 

予定されている道路管理者の行う道路工事（以下「道路工事」という。）に関する工事情報

を提供するため、道路工事を開始する約１週間前から道路工事を開始するまでの間、工事内

容、工事期間等を標示する工事情報看板を、道路工事が予定されている現場付近にドライバ

ーから看板内容が見えないように設置するものとする。 

ただし、短期間に完了する軽易な工事等については、この限りではない。 

なお、標示板の設置にあたっては、様式１及び図１を参考とするものとする。 

２ 工事説明看板の設置について 

実施されている道路工事に関する工事情報を提供するため、道路工事開始から道路工事終

了までの間、工事内容、工事期間等を標示する工事説明看板を、道路工事現場付近にドライ

バーから看板内容が見えないように設置するものとする。 

ただし、短期間に完了する軽易な工事等については、この限りではない。 

なお、標示板の設置にあたっては、様式２及び図１を参考とするものとする。 

３ 占用工事に係る取扱いについて 

「道路工事」の中には、占用工事が含まれているものであることを踏まえ、占用工事に係

る工事情報の提供に当たっては、記１，２の取扱いに準じて行うよう、関係公益事業者に協

力を依頼するものとする。 

なお、標示板の設置にあたっては、様式３、様式４を参考とするものとする。 

また、この場合、当該看板については、占用物件の設置等の工事のための一時占用として

取り扱い、別個の占用としては取り扱わないものとする。 

４ イメージキャラクターについて 

当該看板には、さいたま市のイメージキャラクター「つなが竜ヌゥ」を使用することがで

きる。「つなが竜ヌゥ」の使用にあたっては、キャラクターデザインの使用方法を定めた「ヌ

ゥマニュアル」に準じるものとする。 
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（様式１）工事情報看板（道路補修工事） （様式２）工事説明看板（道路補修工事） 

（様式３）工事情報看板（占用企業工事） （様式４）工事説明看板（占用企業工事） 

（様式備考） 

（１） 色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文については青地に白抜き文字、「○○

○○をなおしています」等の工事内容については青色文字、その他の文字及び線は黒

色、地を白色とする。 

（２） 工事情報看板及び工事説明看板の下部に、当該工事に関する番号や問い合わせ先等

を掲示することができる。
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図１ 標示板の設置場所 

998


